
医療計画の見直しについて 

 

平成 23 年 12 月 16 日  

医療計画の見直し等に関する検討会  

 

本検討会では、概ね平成２５年度より始まる都道府県の新たな医療計画が、

医療の需給状況や患者の疾病構造の変化を踏まえて策定され、また、適切

な評価・見直しにより医療計画の実効性が高まるよう、これまで 9 回にわたり

議論を重ね、見直しにあたっての主な考え方を取りまとめることとした。 

厚生労働省においては、ここに示された考え方を踏まえて、「医療計画作成

指針」等の改定に当たることを希望する。 

 

1．二次医療圏の設定について 

二次医療圏の人口規模が医療圏全体の患者の受療動向に大きな影響を

与えており、二次医療圏によっては当該圏域で医療提供体制を構築すること

が困難なケースもある。 

「医療計画作成指針」において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流

出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、都道府県に対して、

入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる

場合は、見直しを行うよう促すことが必要である。 

 

２．疾病・事業ごとの PDCA サイクルの推進について 

疾病・事業ごとに効率的・効果的な医療体制を構築するためには、医療計

画の実効性を高める必要があり、そのため、 

・まず、全都道府県で入手可能な指標等を指針に位置づけ、都道府県がそ

の指標を用いて現状を把握すること 

・さらに、把握した現状を基に課題を抽出し、課題を解決するに当たっての

数値目標を設定し、その目標を達成するための施策等を策定すること 

・また、定期的な評価を行う組織（医療審議会等）や時期（１年毎等）を明記

し、施策等の進捗状況等の評価を行うとともに、必要に応じて施策等を見

直すこと 

・最後に、これらの情報を住民等に公開すること 

といったプロセスを「医療計画作成指針」に明示することが必要である。 
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３．在宅医療に係る医療体制の充実・強化について 

医療連携体制の中で在宅医療を担う医療機関等の役割を充実・強化する

ため、「在宅医療の体制構築に係る指針」を示し、医療計画に定める他の疾

病・事業と同様に、在宅医療について、介護保険事業（支援）計画との連携を

考慮しつつ、都道府県が達成すべき数値目標や施策等を記載することにより、

医療計画の実効性が高まるよう促すことが必要である。 

 

４．精神疾患の医療体制の構築について 

医療計画に定める疾病として新たに精神疾患を追加することとし、「精神疾

患の医療体制構築に係る指針」を策定することにより、都道府県において、障

害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつ、病期や個別

の状態像に対応した適切な医療体制の構築が行われるよう促すことが必要

である。 

 

５．医療従事者の確保に関する事項について  

今後、医療従事者の確保を一層推進するために、医療対策協議会による

取り組み等に加えて、地域医療支援センターにおいて実施する事業等（地域

医療支援センター以外の主体による同様の事業を含む。）を医療計画に記載

し、都道府県による取り組みをより具体的に盛り込むことが必要である。 

 

６．災害時における医療体制の見直しについて 

東日本大震災で認識された災害医療等のあり方に関する課題に対し、「災

害医療等のあり方に関する検討会」（座長：大友 康裕 東京医科歯科大学教

授）が開催され、災害拠点病院や広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）のあり方、中長期的な災害医療体制整備の

方向性等が検討され、報告書がとりまとめられた。今後、都道府県が医療計

画を策定する際に、本報告書で提案された内容を踏まえた適切な災害医療

体制を構築するよう、促すことが必要である。 
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五十音順、敬称略 
○：座長 
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「医療計画の見直し等に関する検討会」検討経過 

 
第１回  平成 22 年 12 月 17 日 (金 ) 

・医療計画制度の現状と課題等について 
 
第２回  平成 23 年 2 月 18 日 (金 ) 

・医療計画の新たな評価手法の導入等について 

参考人：東京医科歯科大学･河原教授  
 
第３回  平成 23 年 2 月 28 日 (金 ) 

・各都道府県の医療計画への取り組み状況について 

参考人：千葉県健康福祉部・井上理事  

：山口県宇部環境保健所・惠上所長  

：青森県健康福祉部・大西保健医療政策推進監  
 
第４回  平成 23 年 5 月 23 日 (月 ) 

・災害医療及び医療連携のための実際的手法等について 

参考人：小井土ＤＭＡＴ事務局長  

（国立病院機構災害医療センター臨床研究部長） 

：国際医療福祉大学大学院・高橋泰教授  

：順天堂大学医学部公衆衛生学講座･田城准教授  
 
第５回  平成 23 年 7 月 13 日（水） 

・在宅医療の現状と課題について 

参考人：慶応大学医学部・武林教授  

：（独）国立長寿医療研究センター・鳥羽病院長  
 
第６回  平成 23 年 10 月 6 日（木） 

・精神疾患の医療体制について 

・二次医療圏の設定のあり方、指標の設定・評価のあり方について 

参考人：東京医科歯科大学･河原教授  

：（独）国立精神・神経医療研究センター病院・安西副院長  

：（独）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所・伊藤部長 
 
第７回  平成 23 年 10 月 31 日（月） 

・在宅医療の方向性について 
 
第８回  平成 23 年 11 月 16 日（水） 

・「精神疾患の医療体制構築に係る指針」について 

・PDCA サイクルの推進のための疾病・事業ごとの指針の見直しについて 
 
第９回  平成 23 年 12 月 7 日（水） 

・医療計画の見直しについて 

・「精神疾患の医療体制構築に係る指針」について 
 
第 10 回  平成 23 年 12 月 16 日（金） 

・「精神疾患の医療体制構築に係る指針」の骨子について 

・「在宅医療の体制構築に係る指針」の骨子について 

・医療計画の見直しについて（意見とりまとめ） 

※ 参考人の役職名は当時のものである。 ④ 


